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石綿（アスベスト）とは
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石綿（アスベスト）とは
石綿は天然に生成した極めて細い鉱物繊維（髪の毛の1/5,000程度）で、熱、摩擦、酸やア
ルカリにも強く丈夫で変化しにくいという特性を持ち、しかも安価であるため、『奇跡の鉱物』や『魔
法の鉱物』と呼ばれていた。
石綿の用途はおよそ3,000種、うち約8割は建材（吹付け材、保温・断熱材、スレート材など）
として昭和30年頃から使用が一般化し、工場・ビル等から一般住宅まで、様々な建築物等に広く
使用されてきた。 他に摩擦材（自動車のブレーキ部品など）、シール断熱材などの用途がある。
石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られている。厚生労働省
の人口動態統計によると、中皮腫による死亡者は、平成7年の500人から令和3年には1,635
人となっており、約25年間で3倍以上に増加している。

出典：THE ASBESTOS／せきめん読本（1996年日本石綿協会）

クリソタイル（白石綿）アモサイト（茶石綿）クロシドライト（青石綿）

※このほかに、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトがある。
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石綿（アスベスト）の使用状況
高度成長期を最需要期として、過去50年に輸入・生産された石綿は約1,000万tと推定されて
いる。このうち、約800万tが建築材料として使用され、うち約700万tが石綿含有成形板等に使
用されたと推定されている。
石綿の使用は、昭和50年から労働安全衛生法において石綿を5％を超えて含有する吹付作業
を原則禁止している。以降、規制が順次強化され、平成18年以降、全面的に使用禁止となって
いる。

大気汚染防止法による解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の経過

平成８年 吹付け石綿が使用された建築物の一定規模以上の解体等工事に係る届出、作業基準
の遵守等を義務付け

平成18年 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材の規制対象への追加、規制対象の解体
等工事の規模要件を撤廃、特定建築材料が使用されている工作物の解体工事について
も届出、作業基準の遵守等を義務付け

平成25年 特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を受注者から発注者に変更、解体工事
前の調査の実施・調査結果の説明、報告及び検査の対象拡大等、規制を強化

令和２年 全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義
務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化
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アスベスト使用建材の使用部位例（RC・S造）
吹付石綿

配管エルボの断熱材

ビニル床タイル出典：目で見るアスベスト建材（第2版 平成20年3月 国土交通省）
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大気汚染防止法及び政省令の
改正等について
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大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要
（令和2年法律第39号）（R2.6.5公布）

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等
への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化した。

＜課題2＞
▼不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし
（見落とされた現場の都道府県等による把握が困難）

事前調査

・作業内容を
都道府県等に届出届出

＜課題3＞
▼短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が
終わってしまう

石綿含有建材の除去等作業

○ 一定規模以上等の建築物等について石綿含有建材の
有無にかかわらず調査結果の都道府県等への報告

※環境省と厚生労働省が連携し電子システムによるコネクテッド・ワンストップ化
原則として電子による報告とし、制度開始時より運用。

○ 調査方法を法定化
※ 調査を適切に行うために必要な知識を有する者による書面調査、現地調査等

○ 調査に関する記録の作成・保存の義務付け

レベル１・２なし

現 状 ・ 課 題 主な改正事項

レベル１・２あり

解体等工事

＜課題１＞
規制対象となっていない石綿含有成形板等（レベル３）の
不適切な除去により石綿が飛散

＜規制対象＞
全ての石綿含有建材に拡大
（現状の規制対象の除去作業（約２万件）の5～20倍増）

・ 石綿含有建材の使用の有無を調査
・ 調査結果を発注者に説明

【工事の流れ】

・作業基準の遵守義務
→作業基準適合命令等
→命令違反への罰則

○ 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を
行った場合等の直接罰の創設

○ 下請負人を作業基準遵守義務の対象に追加

○ 作業結果の発注者への報告の義務付け
○ 作業記録の作成・保存の義務付け

※ 確認を適切に行うために必要な知識を有する者による作業終了の確認

＜課題4＞
▼不適切な作業による石綿含有建材の取り残し

※ レベル３については、相対的に飛散性が低いこと、除去等作業の件数が膨大
となり都道府県等の負担を考慮する必要があることから、届出対象とはせず、
作業基準等の規制の対象とする。
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改正後の解体等工事に係る規制概要
※１ 特定建築材料： 吹付け石綿(レベル１)、石綿含有断熱材、

保温材、耐火被覆材(レベル２)、石綿含有成形板等(レベル３)
※２ 特定工事：特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

＜凡例＞
赤枠：改正後発注

事前調査（特定建築材料※1の使用有無の調査）（元請又は自主施行者）（第18条の15第1項・第4項）

事前調査結果・届出内容の発注者への説明（元請）（第18条の15第1項）

特定粉じん排出等作業
除去等の措置 ・作業基準の遵守（元請・下請）
（18条の19・18条の20）

特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存
（元請・自主施工者）（第18条の23第1項・第2項）
作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存
（元請）（第18条の23第1項）

解体等工事

都道府県知事への作業実
施の届出（発注者・自主
施工者）（第18条の17）

特定建築材料（レベル1～3）あり＝特定工事※2に該当

特定建築材料 (ﾚﾍﾞﾙ1･2)あり

特定建築材料なし

特定建築材料 (ﾚﾍﾞﾙ3のみ)あり

命令違反
(第33条の2第1項第2号)

事前調査結果の掲示（元請・自主施工者）（第18条の15第５項）

下請負人への説明（元請）（第18条の16第3項）

事前調査結果の
・記録の作成・保存（元請・自主施工者）（第18条の15第3項・第4項）
・都道府県知事への報告（元請・自主施工者）（第18条の15第6項）

基準適合命令等
(第18条の21)

命令違反
(第33条の2第1項第2号)

計画変更命令
(第18条の18)

届出義務違反
(第34条第1項第1号)

除去等措置違反
(第34条第3号)

報告義務違反虚偽
報告(第35条第4号)
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解体等工事に係る調査①
解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書
その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方
法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対象特
定工事又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならな
い。 （法第18条の15第1項）

事前調査の方法（規則第16条の5）

目視調査書面調査 分析調査

石綿ありと
みなす

明らかに
ならなかった場合

【令和2年11月30日施行通知】
除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等の石綿が含まれていないこと
が明らかなのものであって、当該材料の除去等を行うときに周囲の材料を損傷
させるおそれがない作業等は、解体等工事に該当しないため、事前調査も不要。
解体等工事が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、
改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面
により明らかである場合は、設置工事着手日の確認を行い、それ以降の調査は
不要。
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解体等工事に係る調査②
事前調査を行う者（調査を適切に行うために必要な知識を有する者）

（令和2年環境省告示第76号）
建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者 （特定・一般・一戸建て）
（一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る）
一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
工作物石綿事前調査者講習を修了した者

＊設置工事の着手日を書面で確認する作業は、有資格者でなくても行うことができる。
＊施行日前でも有資格者に事前調査を行わせることが望ましい。

登録講習機関一覧：https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/

建築物石綿含有建材調査者講習

建築物関係
R5.10.1施行
工作物関係
R8.1.1施行

登録講習機関数：121機関 （R5.8.1時点）
講習修了者数 ：約11万人（R5.4末時点）
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工作物に係る事前調査を行う者

工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施
するために必要な知識を有する者に行わせなければならない。ただし、特定
工作物以外の工作物については、塗料その他の石綿等が使用されているおそ
れのある材料の除去の作業を伴うものに限る。（第16条の5）

① 特定工作物（第１号～第５号、第７号～第11号）
工作物石綿事前調査者

② 特定工作物（第６号、第12号～第17号）
工作物石綿事前調査者
建築物石綿含有建材調査者等

③ 特定工作物以外の工作物うち、塗料その他の石綿等が使用されているお
それがある材料の除去等に係るもの

工作物石綿事前調査者
建築物石綿含有建材調査者等

① １：反応槽、２：加熱炉、３：ボイラー及び圧力容器、４：配管設備、５：焼却設備、
７：貯蔵設備、８：発電設備、９：変電設備、10：配電設備、11：送電設備

② ６：煙突、12：トンネルの天井板、13：プラットホームの上家、14：遮音壁、15：軽量盛土保護パネル、
16：鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、17：観光用エレベーターの昇降路の囲い

特定工作物

大気汚染防止法施行規則等の一部改正（令和5年6月23日公布、令和8年1月1日施行）
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【参考】事前調査・結果報告の要否、調査者に関するイメージ

建築物 特定工作物
（１～５、
７～11）

特定工作物
（６、
12～17）

特定工作物
以外

すべての建築物等の解体等工事において事前調査が必要

一定規模以上の建築物、
特定工作物に係る解体
等工事において、事前
調査結果の報告が必要 塗料その他

の石綿等が
使用されて
いるおそれ
がある材料
の除去作業
を伴う場合

建築物石綿含有
建材調査者等に
よる調査が必要

工作物石綿事前
調査者による調
査が必要

建築物石綿含有建材調査者等
又は工作物石綿事前調査者に
よる調査が必要

１：反応槽 ２：加熱炉 ３：ボイラー及び圧力容器 ４：配管設備 ５：焼却設備 ７：貯蔵設備 ８：発電設備 ９：変電設備 10：配電設備 11：送電設備
６：煙突 12：トンネルの天井板 13：プラットホームの上家 14：遮音壁 15：軽量盛土保護パネル 16：鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
17：観光用エレベーターの昇降路の囲い

特定工作物

・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・これらの者と同等以上の能力を
有すると認められる者

建築物石綿含有建材調査者等

※一戸建て等建築物石綿含有建材調査者は、
建築物のうち一戸建て住宅や共同住宅の住戸
の内部のみ事前調査を行うことができます。
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解体等工事に係る調査の記録及び説明等①

解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書
その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方
法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対象特
定工事又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなければならな
い。 （法第18条の15第1項）
解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、
当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。

（法第18条の15第3項）

事前調査の記録等（規則第16条の8第1項）

元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録

解体等工事が終了した日から3年間保存

発注者への説明の書面の写し（規則第16条の8第2項）

解体等工事が終了した日から3年間保存

県・政令市等
事前調査結果の説明 発注者元請業者 作業実施届出

※レベル１、２作業の場合
事前調査結果の報告
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＜様式例：解体等工事に係る事前調査結果説明書面＞ マニュアルP94
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解体等工事に係る調査の記録及び説明等②

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、環境省令で定める
ところにより、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前調
査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいよう
に掲示しなければならない。 （法第18条の15第5項）

事前調査結果等の掲示（規則第16条の9、第16条の10）
掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ）
掲示内容：

事前調査の結果
解体等工事の元請業者の名称及び住所、法人の代表者氏名等
調査終了年月日
建築物等の部分における特定建築材料の種類 など

作業方法等の掲示（規則第16条の4第2号：作業基準）
掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上（A3用紙以上の大きさ）
掲示内容：

特定工事の発注者及び元請業者の名称及び住所、法人の代表者氏名等
届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所 など

現場への備え置き
解体等工事の施工期間中、現場にある事務所等に備え置き、工事を施工する者や都
道府県等が事前調査に関する記録を現場で確認可能な状態にする。
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＜掲示例：石綿含有吹付け材等の除去等作業を含む作業＞マニュアルP115
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解体等工事に係る調査の記録及び説明等③

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を
都道府県知事に報告しなければならない。 （法第18条の15第6項）

報告の対象（規則第16条の11第1項）

解体工事
床面積合計80m2以上

建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

工作物※の解体・改造等工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）
※事前調査結果の報告対象工作物
（令和2年環境省告示第77号）

報告の内容（規則第16条の11第2項）

都道府県等が事前調査が適切に行われたか判断できるよう、事前調査の方法及び結
果のほか、建築物等の構造、使用されている建築材料の種類など
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解体等工事に係る調査の記録及び説明等④
報告の方法（規則第16条の11第4項）

都道府県等が建築物等の解体等工事に係る事前調査の結果を迅速かつ幅広く把握する
ため、厚生労働省と連携し、事前調査結果の報告に係る電子システムを新たに整備。

原則として電子による報告とする。建築物に係る報告件数は膨大な数になると考えら
れることから、一度入力した内容の自動入力やスマートフォン等からの入力を可能と
するなど、利便性に配慮。

＊システムの使用が困難な場合は、施行規則の様式による報告書によって行うこともできる。
（例）災害でwebが使えない。スマホやタブレットを持っていない。

電子システム

入力

控え

都道府県等

石綿障害予防規則
【厚生労働省】

大気汚染防止法
【環境省】

報告
労働基準監督署

報告

事業者

コネクテッド・ワンストップ
（複数の手続がどこからでも一か所で実現）
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特定粉じん排出等作業の作業基準①

特定粉じん排出等作業に係る作業基準は、特定粉じんの種類、特定建築材料の種類及び特
定粉じんの排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境
省令で定める。 （法第18条の14）

作業計画（規則第16条の4第1項）

特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

特定工事の場所

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業の実施の期間

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並び
にその使用箇所及び使用面積

特定粉じん排出等作業の方法

第10条の4第2項各号に掲げる事項

• 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

• 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

• 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

• 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の
氏名及び連絡場所

※レベル３建材の特定工事でも作業計画を定める必要がある
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特定粉じん排出等作業の作業基準②
作業中の記録（規則第16条の4第3項）

負圧の状況の確認、集じん・排気装置の正常な稼働の確認等について記録し、特定工
事が終了するまでの間保存

作業が適切に行われていることの確認（規則第16条の4第4項）

元請業者は、下請負人が作成した記録により特定粉じん排出等作業が作業計画に基づ
き適切に行われていることを確認する

作業が完了したことの確認（規則第16条の4第5項）

作業完了の確認を適切に行うために必要な知識を有する者に、当該確認を目視により
行わせる

※ 作業が完了したことの確認
除去：特定建築材料の取り残しがないこと
囲い込み等：囲い込み等が適切に行われ石綿の飛散のおそれがないこと

※ 作業完了の確認を適切に行うために必要な知識を有する者
建築物石綿含有建材調査者や石綿作業主任者
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特定粉じん排出等作業の作業基準③
石綿含有成形板等の作業基準（規則第16条の4第6号）

①石綿含有成形板等（規則別表第7：4の項）
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又

はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
イ 特定建築材料を、切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
ロ イの方法により特定建築材料（ハに規定するものを除く。）を除去することが技術上著しく困難なと

き又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等に
より湿潤化※1すること。

ハ 石綿含有けい酸カルシウム板第１種にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難な
とき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。

(1) 当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生※2すること。
(2) 当該特定建築材料を薬液等により湿潤化※1すること。

ニ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合におい
て、ハの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

※1 特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水を含む。
※2 作業場所をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業場の周囲をパネル、プラスチックシート等で囲うこと。

養生内で湿潤化後、手作業で除去散水による湿潤化原形のまま取り外し
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特定粉じん排出等作業の作業基準④
②石綿含有仕上塗材（規則別表第7：3の項）

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又
はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化※1すること。（ロの規定により特定建築材料を除去する

場合を除く。）
ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ず

ること。
(1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生※２すること。
(2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化※１すること。

ハ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合におい
て、ロの規定により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。

※1 特定建築材料を湿潤な状態にできれば、水や剥離剤による湿潤化を含む。
※2 作業場所をプラスチックシート等で覆うことや、屋外の作業において作業場の周囲をパネル、プラスチックシート等

で囲うこと。

湿潤化及び養生と同等以上の効果を有する措置（マニュアルP207）
十分な集じん機能を有する集じん装置付きの工具を使用する工法については、湿潤化及び養生と同

等以上の効果を有する措置と判断しうる工法と考えられる。十分な集じん機能を有することを判断す
るための要件は以下が挙げられる。

集じん装置を備えたカバー付きの工具であること
集じん装置はHEPAフィルターを有し、集じんした石綿等が作業空間その他外部環境に漏出しな
いこと
当該集じん装置付き工具の集じん性能として、作業中における作業場所の総繊維濃度が、作業環
境の石綿管理濃度である0.15本/cm3（150本/リットル）を下回ることが示されていること

事業者は上記要件に合致する工具であることの説明が行えるよう、工具の性能等を証明するデータ
（製品カタログ、実験データ等）等を整理し、そのデータ等の記録を作業中保持するとともに作業終
了後は除去作業の記録として3年間保存しておく必要がある。
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特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認①
都道府県等においては、条例により特定粉じん排出等作業中の大気濃度の測定を施工者に義
務付けている場合があるほか、立入検査時に都道府県等が測定を行う場合もあるところ、都
道府県等による測定では、集じん・排気装置の不適切な管理、作業員の隔離場所からの出入
りの際の不適切な行動等、作業基準の遵守の不徹底による石綿の飛散が明らかになった事例
が散見される。
そのため、集じん・排気装置の排気口における粉じんを迅速に測定できる機器を用いた、集
じん・排気装置の正常な稼働の確認の頻度を増やすとともに、前室における負圧の状況の確
認も頻度を増やすことにより、隔離場所からの石綿の漏えい防止の強化を図るべきである。

（中央環境審議会答申「今後の石綿飛散防止の在り方について（答申）」）

負圧の状況の確認（規則別表第7：1の項）

ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保た
れていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置
を講ずること。 ＊定期的に行われる数時間毎の休憩時や作業の中断時、当日の作業終了時など

集じん・排気装置の正常な稼働の確認（規則別表第7：1の項）

ヘ イの規定により隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の
開始後速やかに、及び除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じ
ん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・
排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装
置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに除去を中止し、集じん・排
気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
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特定粉じん排出等作業中の石綿漏えいの有無の確認②

①前室が負圧に保たれていることの
確認方法の例

（スモークテスターによる気流の確認）

②集じん・排気装置が正常に稼働していることの
確認方法の例

（デジタル粉じん計による確認）

集じん・排気装置

隔離養生内
前室

集じん・
排気装置空気の流れ

①

②

① 集じん・排気装置稼働前に10分
間程度測定し、稼働前の粉じん濃
度（＝初期濃度）を記録する。

② 集じん・排気装置を稼働させ、
10分間程度測定し、稼働後の粉
じん濃度（＝漏えい監視用基準
濃度）を記録する。この値は①より
も小さくなる。

③ スモークテスター等を用い、集じ
ん・排気装置から漏えいがないこと
を確認する。漏えいがあった場合、
②から著しく大きな値となる。

④ 除去作業開始直後に粉じん濃
度を測定し、漏えいがないことを確
認する。漏えいがあった場合、②か
ら著しく大きな値となる。

⑤ 粉じん濃度を定期的に確認する。
漏えいがあった場合、②から著しく
大きな値となる。
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特定粉じん排出等作業の結果の報告等

特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環
境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するととも
に、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存
しなければならない。 （法第18条の23第1項）

結果の報告（規則第16条の16第1項）

作業完了年月日

作業の実施状況の概要

作業完了確認を行った者

作業に関する記録（規則第16条の16第2項）

特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

特定工事の場所

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業の実施の期間

作業完了年月日、作業の実施状況の概要、作業完了確認を行った者 など

特定工事が終了した日から３年間保存
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発注者の配慮義務等

解体等工事の発注者は、元請業者が行う事前調査に要する費用を適正に負担することその他
当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。（法第18
条の15第2項）
特定工事の発注者は、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請
負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮
しなければならない。（法第18条の16）
特定粉じん排出等作業の実施の届出（法第18条の17）

解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図書
その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方
法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、
次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。（法
第18条の15第1項）
特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、環
境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するととも
に、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存
しなければならない。（法第18条の23）
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その他

＜報告及び検査の対象の追加＞（法第26条第1項）
環境大臣又は都道府県知事による報告徴収の対象に下請負人を、立入検査の対象に解体等
工事の元請業者、自主施工者又は下請負人の営業所、事務所その他の事業場を加える。

＜罰則の追加＞（法第34条第3号、第35条第4号）
事前調査の結果の報告義務違反：30万円以下の罰金
除去等の措置の実施義務違反：3月以下の懲役又は30万円以下の罰金

（参考）作業基準適合命令等違反：6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

＜施行期日等＞（法附則第1条、第5条）
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、事前調査結果の報告に関する規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日から施行する。

施行日：令和3年4月1日 （事前調査結果の報告：令和4年4月1日）
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、
その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の
措置を講ずるものとする。



28

大気汚染防止法の改正事項と施行日
規制内容 令和3年

4月
令和2年
6月 10月

令和4年
4月

令和5年
10月

特定建築材料以外の石綿含有
建材への規制

一定の知見を有する者
による事前調査の実施

事前調査結果の記録の
作成、保存

事前調査結果の控えの
現場への備え置き

事前調査の方法の
法定化

事前調査結果概要の
都道府県等への報告

知識を有する者による
取り残しの有無の確認

作業の記録

適切に行われたことの確認、
確認結果の記録･保存

作業結果の発注者への
書面での報告、記録

隔離をともなう作業での
石綿漏えいの有無の確認

直接罰の適用

罰則の対象の拡大

事
前
調
査
の
信
頼
性
確
保

適
切
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
確
認

周知、システム整備

周知、調査者の育成 令和5年10月
施行(建築物)

令和４年４月施行

令和３年４月施行

令和３年４月施行

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

周知

改
正
大
防
法
施
行
令
（
政
令
）
・
施
行
規
則
（
省
令
）
の
公
布

改
正
大
気
汚
染
防
止
法
の
公
布

令和3年4月施行

令和8年1月
施行(工作物)
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アスベストに関する各種マニュアルの改訂等経過
R2法改正

R3.3
統合マニュアル

H18.3
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策
マニュアル（環境省）

建築物等の解体等に係
る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対
策徹底マニュアル

H25.3
石綿飛散漏洩防止対策徹底
マニュアル（厚生労働省）

R4.3
改訂版

H29.4
建築物等の解体等工
事における石綿飛散防
止対策に係るリスクコミュ
ニケーションガイドライン

R4.3
第4.2版

H29.7
第4.1版

H22.6
第4版

H19.5
第3版

H5.12
改訂版

S60.3アスベストモニタリングマ
ニュアル

R5.4
第3版

H29.9
改訂版

H19.8災害時における石綿飛
散防止に係る取扱いマ
ニュアル
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災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル

平成19年8月に災害時の被災建築物等の解体・補修や廃棄物の処理等における石綿飛散防
止対策に係るマニュアルを作成し、その後、東日本大震災や平成28年熊本地震の経験を踏まえ、
平成29年9月にマニュアルを改訂し、その概要版も作成
令和2年の大防法改正で、災害対応に係る国・自治体の施策として、建築物等の所有者等が平
常時から石綿含有建材が使用されているか否かを把握を促進する規定が新たに盛り込まれたこと
を踏まえ、「石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業」を実施し、モデル事業の成果
等を踏まえ、有識者と自治体の職員で構成する検討会で議論し、令和５年４月に改訂

【改正概要】
(1)法令改正、マニュアル類改訂の反映

(2)モデル事業で得られた知見の反映
モデル事業での検討等の結果を踏まえ、石綿使用建築物等の把握の手順・方法に関する記載
を拡充するとともに、把握する建築物・地域等の優先順位の考え方や建築物等の情報を把握
するための届出情報等について記載

(3)前回の災害時マニュアル改訂後に発生した災害対応における知見の反映
特に水害については、局所的な被害だけではなく、広域被害が目立ってきており、これらの対応
事例を踏まえた知見等を反映
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アスベスト規制に関する最近の動き
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大気汚染防止法施行状況調査結果①
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年度

特定粉じん排出等作業※実施件数

・石綿含有断熱材等追加
・特定粉じん排出等作業の規模要件撤廃

・工作物追加

・届出義務者を発注者に変更
・特定建築材料の使用の有無の調査等の義務付け

※吹付石綿、石綿含有断熱材等の除去等の作業
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大気汚染防止法施行状況調査結果②

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30 R元 R2 R3

行
政

指
導

件
数

立
入

検
査

件
数

年度

特定粉じん排出作業等現場※への立入検査・行政指導件数

立入検査

行政指導

・届出義務者を発注者に変更
・特定建築材料の使用の有無の調査等の義務付け
・立入検査の対象拡大

・工作物追加・石綿含有断熱材等追加
・特定粉じん排出等作業の規模要件撤廃

※特定粉じん排出等作業を行わない解体等工事現場も含む
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大気汚染防止法施行状況調査結果③

事前調査

届出書

掲示

作業基準等
取り残し等
記録の保存等

その他

令和３年度 特定粉じん排出作業等現場※に係る行政指導内容

※特定粉じん排出等作業を行わない解体等工事現場も含む
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研修資料・広報資料等の紹介
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石綿飛散防止対策に関する講習・研修会（動画）
環境省HP https://www.env.go.jp/air/asbestos/workshop.html

令和４年度 建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会
石綿含有建材の概要及びデータベースの活用
（一社）JATI 協会 浅見 琢也
リフォーム、戸建て等の解体等工事における石綿事前調査
（一社）建築物石綿含有建材調査者協会 理事 石川 宣文

令和３年度 建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策研修会
実践、事前調査の方法と注意点
（一社）日本アスベスト調査診断協会 理事長 本山 幸嘉
石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材の除去等作業におけるマニュアル活用の手引き
（一社）建築物石綿含有建材調査者協会 専門委員 石川 宣文

令和２年度 大気汚染防止法改正に関する説明会
アスベスト問題と今後の対応
東京工業大学 環境・社会理工学院 教授 村山 武彦
大気汚染防止法及び政省令の改正について
環境省水・大気環境局大気環境課
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石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料
環境省HP https://www.env.go.jp/air/asbestos/kouhou.html
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【参考】日本政策金融公庫による融資制度
環境・エネルギー対策資金は、日本政策金融公庫が、環境・エネルギーの課題に取り組む中小
事業者を支援するために国民生活事業と中小企業事業で実施される融資制度です。

中小企業事業（中小企業）国民生活事業（個人企業・小規模企業）
アスベストを発生又は飛散する者
（既存建築物における吹付けアスベスト等の除去、封
じ込め又は囲い込みを行う者及びアスベスト廃棄物の
処理を行う者を含む。）

アスベストを発生又は飛散する者
（既存建築物における吹付けアスベスト等の除去、封
じ込め又は囲い込みを行う者及びアスベスト廃棄物の
処理を行う者を含む。）

貸付
対象

アスベストの発生又は飛散の防止のために必要と
認められる設備資金及び長期運転資金
既存建築物における吹付けアスベスト等の除去、
封じ込め又は囲い込みを行うために必要とする設
備資金及び長期運転資金

アスベストの発生又は飛散の防止のために必要と
認められる設備資金及び運転資金
既存建築物における吹付けアスベスト等の除去、
封じ込め又は囲い込みを行うために必要とする設
備資金及び運転資金

使途

7,200万円（うち運転資金2,500万円）
（代理貸付：1,200万円）7,200万円（うち運転資金4,800万円）貸付

限度
設備資金：20年以内
運転資金：7年以内

設備資金：20年以内
運転資金：7年以内

貸付
期間

設備資金：4億円まで 特別利率②
4億円超 基準利率

運転資金：特別利率②
特別利率Ｂ貸付

利率

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/



環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
T E L  ：03-5521-8293
E-mail：kanri-kankyo@env.go.jp


